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文化庁等移転推進に関する協議会規約（改正案） 

 

（名 称） 

第１条 本会は、文化庁等移転推進に関する協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、東京一極集中を是正し、京都の創生を図るため、文化庁等の京都移転実

現のための取組を推進することを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 文化庁等の京都移転実現に向けた国及び関係機関等への要望活動に関すること。 

 (2) 文化庁等の京都移転実現に向けた協議に関すること。 

 (3) その他、協議会の会議で必要と認められたこと。 

 

（組 織） 

第４条 協議会は、別表第１の協議会構成員をもって組織する。 

 

（代 表） 

第５条 協議会に代表を置く。但し、代表は３名以内の共同代表とすることができる。 

２ 代表は、協議会構成員の中から選出する。 

３ 代表は協議会を代表する。 

 

（会 議） 

第６条 協議会の会議は、必要に応じて代表が招集する。 

２ 代表が必要と認める場合には、会議に協議会構成員以外の者の出席を求め、意見を聴取す

ることができる。 

３ 代表が必要と認める場合には、協議会構成員に対し書面により賛否を求め、その回答をも

って会議の開催に代えることができる。 

 

（幹事会） 

第７条 協議会の円滑な運営に資するため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、協議会の事業に関して具体的な企画・立案等を行う。 

３ 幹事会は、協議会構成員の所属する団体から別表第２に掲げる者をもって構成する。 

４ 幹事会は、必要に応じ、事務局が招集する。 

 

（顧 問） 

第８条 協議会に顧問を置く。 

２ 顧問は、本協議会の運営に関し指導助言等をすることができる。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の事務は、代表の所属する団体において処理することとし、共同代表の場合は、

共同で処理する。 
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２ その他の業務については、第４条に掲げる協議会構成員の所属する団体が協力・分担し、

処理する。 

 

（委 任） 

第 10 条 この規約に定める事項のほか、協議会の運営に関して必要な事項は、代表が別に定め

る。 

 

附 則 

 この規約は、平成 27 年７月 29 日から施行する。 

 

附 則 

 この規約は、平成 27 年  月   日から施行する。 
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 別表第１（第４条関係） 

京都府知事 

京都市長 

京都商工会議所会頭 

京都府神社庁長 

京都仏教会理事長 

公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー理事長 

公益財団法人京都文化財団理事長 

公益社団法人京都府観光連盟会長 

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団理事長 

公益財団法人京都市芸術文化協会理事長 

公益社団法人京都市観光協会会長 

公益財団法人大学コンソーシアム京都理事長 

公益社団法人京都工業会会長 

一般社団法人京都経済同友会代表幹事 

株式会社京都新聞社代表取締役社長 
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 別表第２（第７条関係） 

京都府政策企画部戦略企画課長 

京都府文化スポーツ部文化政策課長 

京都市総合企画局総合政策室京都創生部長 

京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化企画課長 

京都商工会議所企画室長 

公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー事務局長 

公益財団法人京都文化財団事務局長 

公益社団法人京都府観光連盟事務局長 

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団事務局長 

公益財団法人京都市芸術文化協会事務局長 

公益社団法人京都市観光協会事務局長 

公益社団法人京都工業会事務局長 

 

 

 


